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平成 24年度第 1回定期監査の結果報告について 

 

 

 地方自治法第 199条第 4項の規定による定期監査を実施したので、同条第 9項の規定に 

 

よりその結果を報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 24年度第１回定期監査報告書 

 

１ 監査の種類 

   定期監査 

 

２ 監査を実施した監査委員名 

   稚内市監査委員  小 林   晃 

   稚内市監査委員  田 森 和 文 

 

３ 監査の概要 

（1）監査の実施期間 

   平成 24年 11月 15日から平成 24年 12月 10日まで 

（2）監査の対象とした部局 

   全部局（企業会計所属部署及び稚内地区消防事務組合消防本部を除く。） 

（3）監査の対象とした範囲 

   平成 24年度上半期（4月～9月） 

    収入事務 第 14款「使用料及び手数料」及び第 21款「諸収入」 

（4）監査の着眼点 

   収入事務及び施設等の使用に係る申請手続き等が、関係条例・施行規則に準拠して

適正に施行されているか、また使用料等の出納事務が稚内市会計規則に則って適正に 

処理されているかを主眼として監査を行った。 

 

４ 監査の結果 

  今回の定期監査は､使用料・手数料等の収入事務を対象として、8件（7課）を抽出し、

収入事務に係る関係書類の書類審査を行うとともに、関係職員から事務処理の状況を聴

取して、これらの収入事務が関係条例並びに稚内市会計規則に基づいて適正に執行、処

理されているか否かを重点として監査を実施した。 

 監査の結果、施設使用に係る事務処理において、様式の不備や申請書へ記載漏れ等が

あり改善点が見られ、指摘を行ったところである。 

また、施設等における現金の払い込み事務において、現金を 3～4 日間又は 1 ヶ月単位で

まとめて払い込みをするなど、稚内市会計規則の規定に則らない不適切な事務処理や現金保

管についても改善の必要性が見受けられたので、施設の実情に応じた合理的な取扱方法の整

備を求めるものである。 

 なお、上記の指摘事項以外の事務においては、概ね適正な執行、処理がされていると認め

られるところであるが、特に施設等における現金収入の取り扱いについては適切な収納管理

を望むものである。 


